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１【提出理由】

　2022年３月29日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2022年３月29日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金６円00銭

②　その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

利益剰余金　　　154,694,550円

第２号議案　定款一部変更の件

①　東京本社の移転を機に本店の所在地を本社の所在地と同一とすべく、現行定款第３条に定める

本店の所在地を愛媛県松山市から、東京都千代田区に変更するとともに、当該変更の効力発生

日を2022年４月１日とするため、附則を新設するものであります。なお、当該附則は、期日経

過後に削除するものといたします。

②　場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の導入に伴い、定款第12

条第２項を新設するものであります。なお、産業競争力強化法第66条第１項の規定に基づき、

経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

③　株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴い、所要の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として相原輝夫、近藤功治、藤田篤、長谷川裕明、

宮川力及び小野明の６名を選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、山内康司、北田隆及び山田哲の３名を選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査役等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、石兼淳を選任するものであります。
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び
賛成割合（％）

第１号議案 195,672 542 － （注）１ 可決　94.79

第２号議案 192,889 3,332 － （注）２ 可決　93.44

第３号議案 （注）３

相原　輝夫 188,941 7,273 － 可決　91.53

近藤　功治 195,730 484 － 可決　94.82

藤田　篤 195,728 486 － 可決　94.82

長谷川　裕明 195,692 522 － 可決　94.80

宮川　力 195,726 488 － 可決　94.82

小野　明 195,669 545 － 可決　94.79

第４号議案 （注）３

山内　康司 195,169 1,052 － 可決　94.54

北田　隆 186,478 9,743 － 可決　90.33

山田　哲 195,761 460 － 可決　94.83

第５号議案 157,912 38,309 － （注）３ 可決　76.50

（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計

により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の

株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上
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